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昨今、政府、自治体、企業等が女性の活躍推進に取り組み始めたことはうれし
い限りである。そもそも、「女性活躍」とは何か。
日本の現状を踏まえると、女性活躍の第1の条件は、出産・育児、介護などの事

情で仕事を辞めることなく、「仕事の継続」ができることである。しかし、仕事が
単に続くことと活躍することとは違う。活躍するためには、もう1つの条件が必
要である。それは、実力をつけ、公平に評価され、管理職等に登用されるという
「キャリアアップ」ができることである。「仕事の継続」と「キャリアアップ」の２
つが達成できて初めて、女性は活躍していると言えよう。
政府も自治体も企業も、まず着手をしたのは、「仕事の継続」のための支援であ

り、育児休業や短時間勤務の充実などにより「働きやすい」職場環境を整備する
ことであった。その結果、出産後も働き続けるワーキングマザーはどんどん増え
ている。しかしながら、彼女たちはキャリアアップできているかといえば、そう
ではない。育児休業や短時間勤務の期間は長ければ長いほど「働きやすい」職場
になると多くは考え、制度を拡充してきた。しかし、これらの制度は長すぎると
女性のキャリアアップのためにはマイナスであるということに気づいたのは最近
のことである。また、負担が大きくなり気の毒だからという配慮で、育児中の女
性には責任ある仕事を与えない上司が多い。このような上司の配慮は、女性の成
長の機会を奪う、間違った優しさである。育児中は仕事の量の調整についての配
慮は必要であるが、「キャリアアップ」をするためには「働き甲斐」のある仕事体
験が不可欠である。
このように、女性が活躍する職場環境としては「働きやすさ」だけではなく「働

き甲斐」が必要である。この２つを同時に実現するために最優先で取り組むべき
ことは、長時間労働が当たり前という働き方の見直しを含めた働き方改革であ
る。それなくして女性の活躍はない、と覚悟すべきであろう。
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